
43.　4.　1
※新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、
催しなどが中止・延期になる場合があります。

※市外局番は書いてあるものを除きすべて
042です。

障
害
や
難
病
の
啓
発
活
動
に
対
す
る

補
助
金
を
交
付
し
ま
す

就
学
援
助
の
申
請
を
受
け
付
け
ま
す

障
害
者
計
画
・
第
６
期
障
害
福
祉
計
画
・

第
２
期
障
害
児
福
祉
計
画

「
認
知
症
介
護
者
家
族
会
」
を
開
催
し
ま
す

児
童
扶
養
手
当
・
特
別
児
童
扶
養
手
当

な
ど
の
ご
案
内

東
久
留
米
市
ス
ポ
ー
ツ
健
康
都
市
宣
言

（
素
案
）
に
対
す
る
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

（
ご
意
見
）
を
募
集
し
ま
す

区分 福祉タクシー事業 ガソリン費助成事業

対象 ①身体障害者手帳１・２級（内部障害は３級）	
②愛の手帳１・２度	

助成内容 ６カ月間上限１万円 ３カ月間上限８,250円
（１ℓにつき55円。150ℓまで）

請求方法 請求書に領収書・レシートを添付して提出

請求月 ４月・１０月 ４月・７月・１０月・１月

申請に必要なもの

①身体障害者手帳または愛の手帳　　　　																															　　　　　　　　　　　　　
②認め印（スタンプ式は不可）	
③本人の口座が分かるもの	
④車検証（ガソリン費助成申請の場合のみ）	
　※登録車両は本人または同居親族の車両のみ。　	
⑤令和元年度課税（非課税）証明書（転入などで東久留米　　　　
市で所得確認ができない方のみ）

　
認
定
基
準
な
ど
の
詳
細
は
、
４

月
上
旬
に
児
童
・
生
徒
を
通
じ
て

配
布
す
る
「
就
学
援
助
に
つ
い
て

の
お
知
ら
せ
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
申
請
は
４
月
１２
日
（
月
）
～
１６

日
（
金
）
の
午
前
９
時
～
正
午
、

午
後
１
時
～
５
時
、
市
役
所
６
階

６
０
２
会
議
室
で
受
け
付
け
ま
す
。

１４
日
（
水
）
は
午
後
７
時
ま
で
受

け
付
け
ま
す
。
受
付
期
間
後
の

申
請
は
、
学
務
課
（
同
６
階
）

で
受
け
付
け
ま
す
。

　
詳
し
く
は
学
務
課
学
事
係
☎
４

７
０
・
７
７
７
９
へ
。

つ
い
て
の
見
込
み
値
を
設
定
す
る

と
と
も
に
、
目
標
と
取
り
組
む
施

策
を
定
め
て
い
ま
す
。

計

画

の

期

間

　
▼
障
害
者
計
画
＝
令
和
３
年
度

～
８
年
度

　
▼
第
６
期
障
害
福
祉
計
画
・
第

２
期
障
害
児
福
祉
計
画
＝
令
和
３

年
度
～
５
年
度

　
計
画
の
全
文
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
の
ほ
か
、
障
害
福
祉
課
（
市
役

所
１
階
）、
市
政
情
報
コ
ー
ナ
ー

（
同
１
階
）、
中
央
・
滝
山
・
ひ

ば
り
が
丘
・
東
部
の
各
図
書
館
で

ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

　
詳
し
く
は
障
害
福
祉
課
☎
４
７

０
・
７
７
４
７
へ
。

の
障
害
福
祉
施
策
の
総
合
的
か
つ

計
画
的
な
推
進
を
図
る
こ
と
を
目

的
と
し
、「
障
害
の
あ
る
人
が
地

域
で
安
心
し
て
暮
ら
す
こ
と
が
で

き
、
自
ら
の
意
思
で
参
加
で
き
る

ま
ち
」
の
基
本
理
念
の
も
と
、
計

画
期
間
内
に
お
け
る
目
標
と
取
り

組
む
施
策
を
定
め
て
い
ま
す
。
障

害
福
祉
計
画
お
よ
び
障
害
児
福
祉

計
画
は
、
そ
れ
ぞ
れ
障
害
者
総
合

支
援
法
、
児
童
福
祉
法
に
基
づ
き

策
定
す
る
も
の
で
、
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
な
ど
の
提
供
体
制
の
確

保
が
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
図
ら

れ
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
計
画
期

間
内
に
お
け
る
各
種
サ
ー
ビ
ス
に

　
市
で
は
、
今
年
２
月
に
「
東
久

留
米
市
障
害
者
計
画
・
第
６
期
障

害
福
祉
計
画
・
第
２
期
障
害
児
福

祉
計
画
」
を
策
定
し
ま
し
た
。
こ

の
計
画
は
市
民
の
方
々
に
対
す
る

意
識
調
査
や
当
事
者
団
体
、
障
害

福
祉
事
業
者
に
対
す
る
ヒ
ア
リ
ン

グ
調
査
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

の
結
果
お
よ
び
東
久
留
米
市
地
域

自
立
支
援
協
議
会
に
お
け
る
協
議

内
容
を
踏
ま
え
、
検
討
を
行
っ
て

き
ま
し
た
。

計

画

の

趣

旨

　
障
害
者
計
画
は
障
害
者
基
本
法

に
基
づ
き
策
定
す
る
も
の
で
、
市

所
得
制
限
な
ど
の
審
査
を
行
い
、

４
月
以
降
も
更
新
と
な
っ
た
場
合

は
、
更
新
の
案
内
を
５
月
末
ま
で

に
送
付
し
ま
す
。
ま
た
、
長
期
入

院
（
３
カ
月
以
上
）
や
施
設
入
所

し
た
方
は
消
滅
の
届
け
出
が
必
要

で
す
。

　
タ
ク
シ
ー
か
ら
ガ
ソ
リ
ン
（
ま

た
は
ガ
ソ
リ
ン
か
ら
タ
ク
シ
ー
）

へ
助
成
の
変
更
を
希
望
す
る
方
は

同
課
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　
※
変
更
は
、
申
請
月
か
ら
の
認

定
に
は
な
ら
な
い
場
合
が
あ
り
ま

す
。

　
詳
し
く
は
同
課
管
理
係
☎
４
７

０
・
７
７
４
７
へ
。

な
お
、
施
設
入
所
し
て
い
る
方
、

入
院
し
て
い
る
方
は
受
給
で
き
ま

せ
ん
。

　
申
請
が
ま
だ
の
方
は
障
害
福
祉

課（
市
役
所
１
階
）で
申
請
を
行
っ

て
く
だ
さ
い
。
申
請
し
た
月
か
ら

の
認
定
に
な
り
ま
す
。

　
す
で
に
受
給
し
て
い
る
方
は
、

　
市
で
は
、
市
内
在
宅
で
身
体
障

害
者
手
帳
１
・
２
級
お
よ
び
３
級

（
内
部
障
害
の
み
）
ま
た
は
愛
の

手
帳
１
・
２
度
を
お
持
ち
の
方
を

対
象
に
、
タ
ク
シ
ー
代
ま
た
は
ガ

ソ
リ
ン
費
を
助
成
し
て
い
ま
す

（
左
表
１
）。
助
成
に
は
所
得
制

限
が
あ
り
ま
す
（
左
下
表
２
）。

　
申
し
込
み
と
詳
し
く
は
障
害
福

祉
課
☎
４
７
０・７
７
４
７
、フ
ァ

ク
ス
（
４
７
５
・
８
１
８
１
）
へ
。

差
別
解
消
法
の
周
知
と
理
解
の
促

進
の
た
め
、
障
害
者
、
難
病
患
者

等
の
当
事
者
団
体
が
主
催
す
る
啓

発
事
業
に
対
し
、
活
動
費
の
一
部

を
補
助
し
ま
す
。

　【
対
象
】障
害
者
、
難
病
患
者
等

の
当
事
者
団
体
が
主
催
す
る
障
害
、

難
病
疾
患
等
の
啓
発
事
業

　
平
成
２８
年
４
月
１
日
よ
り
、「
障

害
を
理
由
と
す
る
差
別
の
解
消
の

推
進
に
関
す
る
法
律
」（
い
わ
ゆ

る
「
障
害
者
差
別
解
消
法
」）
が

施
行
さ
れ
ま
し
た
。
障
害
者
、
難

病
患
者
へ
の
差
別
を
解
消
す
る
た

め
に
は
、
障
害
、
難
病
へ
の
理
解

が
不
可
欠
で
す
。
市
で
は
障
害
者

括
支
援
セ
ン
タ
ー
に
申
し
込
み
を

し
て
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

　【
参
加
費
】無
料

東

部

地

域

に 

お

住

ま

い

の

方

　【
対
象
】上
の
原
・
神
宝
町
・
金

山
町・氷
川
台・大
門
町・東
本
町・

新
川
町
・
浅
間
町
・
小
山

　【
日
時
】５
月
１８
日
（
火
）
午
後

１
時
１５
分
～
２
時
４５
分

　【
会
場
】東
部
地
域
セ
ン
タ
ー
会

議
室
２

　
申
し
込
み
と
詳
し
く
は
東
部
地

域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
☎
４
７

３・９
９
９
６
ま
た
は
☎
４
２
８・

７
７
８
８
へ
。

中

部

地

域

に 

お

住

ま

い

の

方

　【
対
象
】本
町
・
幸
町
・
中
央
町
・

南
沢
・
学
園
町
・
ひ
ば
り
が
丘
団

地
・
南
町
・
前
沢
一
～
三
丁
目

　「
介
護
で
疲
れ
て
い
る
の
に
、

相
談
で
き
る
人
が
い
な
い
」「
他

の
方
は
ど
う
や
っ
て
接
し
て
い
る

の
だ
ろ
う
」
な
ど
、
認
知
症
の
方

を
介
護
す
る
ご
家
族
の
方
、
日
々

の
不
安
や
心
配
事
な
ど
を
気
軽
に

話
し
に
来
ま
せ
ん
か
。
対
象
の
地

域
を
確
認
の
上
、
担
当
の
地
域
包

　【
日
時
】５
月
１０
日
（
月
）
午
後

１
時
１５
分
～
２
時
半

　【
会
場
】中
央
町
地
区
セ
ン
タ
ー

第
１
会
議
室

　
申
し
込
み
と
詳
し
く
は
中
部
地

域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
☎
４
７

０・８
１
８
６
ま
た
は
☎
４
５
１・

５
１
２
１
へ
。

西

部

地

域

に 

お

住

ま

い

の

方

　【
対
象
】前
沢
四
・
五
丁
目
、
滝

山
・
野
火
止
・
八
幡
町
・
柳
窪
・

弥
生
・
下
里

　【
日
時
】５
月
２４
日
（
月
）
午
後

１
時
１５
分
～
２
時
半

　【
会
場
】西
部
地
域
セ
ン
タ
ー
講

習
室
２

　
申
し
込
み
と
詳
し
く
は
西
部
地

域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
☎
４
７

２
・
０
６
６
１
へ
。

特
別
児
童
扶
養
手
当
が
児
童
青
少

年
課
助
成
支
援
係
☎
４
７
０
・
７

７
３
６
、
特
別
障
害
者
手
当
・
障

害
児
福
祉
手
当
が
障
害
福
祉
課
☎

４
７
０
・
７
７
４
７
へ
。

手
当
額
の
改
定
は 

行

わ

れ

ま

せ

ん

　
例
年
４
月
分
か
ら
児
童
扶
養
手

当
・
特
別
児
童
扶
養
手
当
・
特
別

障
害
者
手
当
・
障
害
児
福
祉
手
当

が
改
定
さ
れ
ま
す
が
、
令
和
３
年

度
は
手
当
額
の
改
定
は
行
わ
れ
ま

せ
ん
。

　
詳
し
く
は
、
児
童
扶
養
手
当
・

特
別
児
童
扶
養
手
当
を 

振

り

込

み

ま

す

　
２
年
１２
月
～
３
年
３
月
分
の
特

別
児
童
扶
養
手
当
を
４
月
９
日

（
金
）
に
指
定
預
金
口
座
に
振
り

込
み
ま
す
。
金
融
機
関
に
よ
っ
て

は
入
金
が
遅
れ
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。

　
③
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
を
受

け
て
い
る
方

　
④
生
活
保
護
基
準
に
準
ず
る
世

帯
（
準
要
保
護
）
で
、
生
計
を
一

に
す
る
全
員
の
２
年
分
の
総
収
入

が
認
定
基
準
以
下
の
方

該
当
す
る
方
で
す
。

　
①
生
活
保
護
の
停
止
ま
た
は
廃

止
を
受
け
た
方
（
た
だ
し
、
認
定

基
準
を
上
回
る
収
入
が
あ
る
場
合

や
転
出
の
場
合
を
除
く
）

　
②
市
民
税
、
固
定
資
産
税
、
国

民
年
金
な
ど
の
掛
金
な
ど
が
減
免

の
方

　
市
で
は
、
経
済
的
な
理
由
な
ど

に
よ
っ
て
、
公
立
小
・
中
学
校
で

掛
か
る
費
用
が
大
き
な
負
担
と

な
っ
て
い
る
ご
家
庭
に
対
し
て
、

教
育
費
の
一
部
を
援
助
し
て
い
ま

す
。

　
３
年
度
に
、
こ
の
制
度
の
対
象

と
な
る
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に

sei@
city.higashikurum

e.lg.
jp

）
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
※
電
話
や
来
庁
に
よ
る
口
頭
で

の
ご
意
見
は
受
け
付
け
で
き
ま
せ

ん
。
お
寄
せ
い
た
だ
い
た
ご
意
見

は
、
個
人
情
報
を
除
い
た
上
で
要

約
し
、
後
日
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

公
開
し
ま
す
。
ご
意
見
の
返
却
や

個
別
の
回
答
は
行
い
ま
せ
ん
の
で
、

あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
企
画
調
整
課
☎
４
７

０
・
７
７
０
２
へ
。

図
書
館
、
ま
た
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
（
た
だ

し
各
施
設
の
閉
庁
日
・
休
館
日
を

除
く
）。

　【
ご
意
見
の
提
出
方
法
】閲
覧
期

間
中
に
（
必
着
）、「
東
久
留
米
市

ス
ポ
ー
ツ
健
康
都
市
宣
言
（
素

案
）
へ
の
意
見
」
と
明
記
し
て
、

住
所
・
氏
名
・
年
代
（
例
＝
４０
代
）、

ご
意
見
（
書
式
自
由
）
を
記
入
の

上
、
〒
２
０
３

−

８
５
５
５
、
市

役
所
企
画
調
整
課
宛
て
郵
送
、

フ
ァ
ク
ス（
４
７
０・７
８
０
４
）

ま
た
は
電
子
メ
ー
ル（kikakucho

　
市
で
は
、
市
民
が
ス
ポ
ー
ツ
に

親
し
み
、
ス
ポ
ー
ツ
を
楽
し
む
こ

と
を
通
じ
、
健
康
で
活
力
に
満
ち

た
社
会
の
実
現
を
目
指
す
こ
と
を

表
明
す
べ
く
、「
東
久
留
米
市
ス

ポ
ー
ツ
健
康
都
市
宣
言（
素
案
）」

を
取
り
ま
と
め
ま
し
た
の
で
、
市

民
の
皆
さ
ん
の
ご
意
見
を
募
集
し

ま
す
。

　【
閲
覧
期
間
・
場
所
】４
月
１
日

（
木
）
～
２０
日
（
火
）
に
、
市
政

情
報
コ
ー
ナ
ー
（
市
役
所
１
階
）、

企
画
調
整
課
（
同
４
階
）、
中
央・

滝
山
・
ひ
ば
り
が
丘
・
東
部
の
各

障
害
者
福
祉
事
業

タ
ク
シ
ー
な
ど
の
移
送
代
、

ガ
ソ
リ
ン
費
な
ど
を
助
成
し
ま
す

※扶養親族数６人以降は、１人増すごとに43万5,000円を加算し
ます。	

※ガソリン費助成は、世帯全員の所得確認が必要です。	

扶養親族数 所得制限限度額
０人 ４７３万５，０００円
１人 ５１６万８，０００円
２人 ５６０万３，０００円
３人 ６０３万８，０００円
４人 ６４７万３，０００円
５人 ６９０万８，０００円

表1　福祉タクシー事業・ガソリン費助成事業の対象・内容など

表2　福祉タクシー事業・
ガソリン費助成事業の所得制限限度額


